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  ＳＤＧｓの17の目標

 ▶ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）とは

2015年9月、「国連持続可能な開発サミット」
が開催され、2030年に向けた国際社会全体の行
動計画である「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」が採択されました。同アジェンダで
は、宣言に加え、169の関連ターゲットを伴う17
の目標が掲げられました。この目標が「持続可能
な開発目標（Sustainable Development Goals:
ＳＤＧｓ）」です（次ページ参照）。

ＳＤＧｓは、2001年に定められた「ミレニアム
開発目標（Millennium Development Goals:

ＭＤＧｓ）」の後継にあたりますが、ＭＤＧｓが途
上国の目標であったのに対し、ＳＤＧｓは先進国
を含む国際社会全体の目標であり、各国内での取
組も対象としています。

ＳＤＧｓは「誰一人取り残さない」を基本理
念としています。また、持続可能な開発の三側
面である経済・社会・環境の統合的取組に重点
が置かれており、各国政府や国際機関のほか、
地方政府、民間セクター、市民社会など幅広い
関係者の連携が重視されています。

 ▶地方自治体にとってのＳＤＧｓ

ＳＤＧｓの基本理念である「誰一人取り残さ
ない」という考えは、基礎自治体にもあてはま
るものです。また、17の目標は、世界の都市に
共通した普遍的な課題です。

ＳＤＧｓの達成に向け地方政府も役割を果た
すことが期待されている中、日本政府は、2016

年12月に策定した「ＳＤＧｓ実施指針」で地
方自治体の役割を重視し、地方自治体の各種計
画等へのＳＤＧｓの要素の最大限の反映を奨励
しています。2018年2月には、「環境未来都
市」構想を「ＳＤＧｓ未来都市」に発展させ、地
方自治体による先進的な取組を促しています。

 ▶ＳＤＧｓを踏まえた本市の取組

このような中、本市としても、あらゆる施策
においてＳＤＧｓを意識して取り組むことが求
められます。各分野での施策の推進などで
ＳＤＧｓの理念を大事にして取り組むために、
本計画の中長期的な戦略ごとにＳＤＧｓの目標
に関わるか関連づけることから始めました

（ｐ.10参照）。
また、これまでの環境未来都市としての取組

成果をもとに、さらなるステージアップを図る
た め、2018年6月 に 国 か ら 選 定 を 受 け た

「ＳＤＧｓ未来都市」として、「ＳＤＧｓデザイ
ンセンター（仮称）」の創設等の新たな取組を推
進します。ＳＤＧｓの理念を踏まえ、横浜の特

徴・資源をいかし、国内外から高い評価を得て
きた環境の取組を軸に、経済や文化による都市
の賑わいを生み出しながら社会課題の解決も図
る先導的な取組を進めます。様々な方々との公
民連携により、新たな価値を生み出す大都市の
モデルとなる取組を進めます。

さらに、国際面では、横浜がこれまで培って
きた都市課題の解決に関する知見や経験をいか
した協力に一層力を入れるほか、温暖化対策や
女性活躍支援、超高齢社会への対応など新たな
分野での連携・協力を進めていきます。

ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の
視点を踏まえた本市の取組

すべての人々の水と衛生の利用可
能性と持続可能な管理を確保する

すべての人々の、安価かつ信頼で
きる持続可能な近代的エネルギー
へのアクセスを確保する

包摂的かつ持続可能な経済成長及
びすべての人々の完全かつ生産的
な雇用と働きがいのある人間らし
い雇用(ディーセント・ワーク)を
促進する

強靱（レジリエント）なインフラ
構築、包摂的かつ持続可能な産業
化の促進及びイノベーションの推
進を図る

あらゆる場所のあらゆる形態の貧
困を終わらせる

飢餓を終わらせ、食料安全保障及
び栄養改善を実現し、持続可能な
農業を促進する

あらゆる年齢のすべての人々の健
康的な生活を確保し、福祉を促進
する

すべての人に包摂的かつ公正な質
の高い教育を確保し、生涯学習の
機会を促進する

ジェンダー平等を達成し、すべて
の女性及び女児の能力強化を行う

各国内及び各国間の不平等を是正
する

包摂的で安全かつ強靱(レジリエ
ント）で持続可能な都市及び人間
居住を実現する

持続可能な生産消費形態を確保
する

気候変動及びその影響を軽減する
ための緊急対策を講じる

持続可能な開発のために海洋・海
洋資源を保全し、持続可能な形で
利用する

陸域生態系の保護、回復、持続可
能な利用の推進、持続可能な森林
の経営、砂漠化への対処、ならび
に土地の劣化の阻止・回復及び生
物多様性の損失を阻止する

持続可能な開発のための平和で包
摂的な社会を促進し、すべての人々
に司法へのアクセスを提供し、あら
ゆるレベルにおいて効果的で説明責
任のある包摂的な制度を構築する　

持続可能な開発のための実施手段
を強化し、グローバル・パートナ
ーシップを活性化する



コラム

110 111

Ⅳ
｜
38
の
政
策
｜

Ⅳ
｜
38
の
政
策
｜

 ⿎対話・連携の機会や場、
ネットワークの充実
オープンイノベーションを推進す

るためには、公民が対話・連携を進
める機会や場、ネットワークが一層
重要になります。本市では民間提案
窓口「共創フロント」や、対話の場
である「共創ラボ」・「リビングラボ」
に取り組むとともに、「Ｉ▫ＴＯＰ
横浜」などの公民連携プラットフォ
ームの構築や公民ネットワークの強
化を進めています。

 ⿎先端技術の積極的な活用
より質の高い公共サービスの提供

や行政運営の効率化などを目指し、
先端技術を活用した、公民連携によ
る先進的な取組を進めています。

 ▶オープンイノベーションの推進に向けた本市の取組

 ⿎先進的な公民連携の取組
 ㅥ公共空間（公園・道路・港湾緑地等）の活用
都市の新たな魅力や賑わいの創出と、持続可能な維

持管理のための収益力向上を両立させるため、民間の
自由な発想やノウハウによる提案の募集や、社会実験
など、公共空間活用に向けたチャレンジを進めていま
す。

 ㅥソーシャル・インパクト・ボンド（ＳＩＢ）の導入
2010年に英国で始まり世界的に広がっている、民

間投資やノウハウを活用した、先進的な社会課題解決
手法である「ＳＩＢ」を導入するための検討・試行を
進めています。公園で「アート体験」など、これまでにない、憩い・学び・

遊び体験を社会実験で行っています。

民間からのＡＩ技術活用の提案をもとに、ごみ分別を案
内するサービス「イーオのごみ分別案内」を公民で共同
開発し、運用しています。

 ▶データ活用の推進

社会のデジタル化が進展し、ビッグデータ解
析など、より効果的なデータの分析・活用がで
きる環境が整い、ＡＩ・ロボット等の先端技術
は、福祉・医療、防災、観光、経済等の幅広い分
野において、サービスの高度化への活用が期待
されています。さらに、分野横断的なデータの
活用により、新たな価値・サービスの創出が期
待できるなど、データや先端技術の活用は、社
会生活、産業を劇的に発展させる可能性を秘め
ています。

こうした中、本市は、平成29年3月に全国の
市町村で初めて「横浜市官民データ活用推進基
本条例」を制定し、平成30年5月には「横浜市
官民データ活用推進計画」を策定しました。

市民ニーズが多様化する中、現状の的確な把
握や課題の見極めなど、政策形成の各プロセス

においてこれまで以上にデータを有効に活用し
ていくことが不可欠であり、データを市単位、
区単位だけでなく、地域単位で整備し地域住民
と共有することで、地域課題の解決に向けたよ
り効果的な政策の形成につなげていくことも求
められています。

このため、本市において、データ活用を基本
的な取組姿勢とし、組織全体でよりデータを重
視した政策形成が行われるよう取り組んでいき
ます。

 ▶オープンイノベーションの推進

今後、一層複雑化・多様化する社会・地域課
題を持続可能な形で解決していくには、公民連
携により新たな価値を創造する「オープンイノ
ベーション」を進めることが不可欠です。

本市では、これまで市民、企業、大学研究機関
等の皆様との協働・共創を進め、様々な施策・
事業や地域での取組において連携を図ってきま
した。平成29年度には、この動きをさらに庁
内横断的に牽引・加速するため、副市長（ＣＩＯ）
を本部長とする「横浜市オープンイノベーショ
ン推進本部」を設置し、時代の流れに対応した、
民間との連携によるデータ活用や先進的な公民
連携などを積極的に進めています。

これからも、民間・行政を問わず横浜を愛す

る様々な人々が、それぞれの強みをいかしなが
ら対話と連携を進め、困難な課題にも積極果敢
に挑戦できるよう、あらゆる分野の政策・施策・
事業においてオープンイノベーションを意識
し、オール横浜の知恵や力を結集した新たな価
値の創造により課題が解決される、革新的で開
かれた都市・横浜を目指します。

データ活用・オープンイノベーションの推進
～オール横浜の知恵や力を結集し、共に新たな価値を創造～
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平成29年度取組事例

多様化したニーズや価値観に対応する製品・
サービスを開発していくために、企業・大学・
研究機関など多様な主体が広く知識・技術を結
集し、製品・サービス開発など新たな価値を創
出する手法「オープンイノベーション」に注目
が集まっています。

本市では、『Ｉ▫ＴＯＰ横浜（ＩoＴオープ
ンイノベーション・パートナーズ）』と『ＬＩＰ．
横浜（横浜ライフイノベーションプラットフォ
ーム）』の2つのプラットフォームを相互に連
携させ、特区制度等を活用しながら、市内企業

のＩｏＴ及びライフイノベーションの取組を進
めています。

これにより、産学官金の多くのプレーヤー、
本市の関連団体、国や国内外の機関と連携し、
付加価値の高い製品・サービス開発など、新た
なビジネスを創出します。また、生産性の向上
や国内外の販路開拓等の課題にチャレンジする
中小企業支援を強化します。さらに、科学技術
をはじめ、新たな技術の活用やサービス開発に
よる社会課題の解決にも取り組みます。

 ▶「開港都市」とともに「海洋都市」へ　-横浜のさらなる挑戦-

1859（安政6）年の開港以来、横浜のまちは
海とのつながりの中で発展を遂げてきました。
市内では人々が海や港と親しみ、海に関わる多
くの企業や研究機関等が活躍するなど、海は横
浜のまちに魅力や活気をもたらすとともに、
様々な可能性を持つ大切な資源です。近年、国
でも海洋の役割が改めて注目され、様々な取組

が推進されています※。
このような中、本市では地域の強みをいかし

たまちの発展・活性化に向けて、海洋に関する
活動拠点となる「海洋都市横浜」の実現を目指
した取組を進めています。
※ 海洋基本法(平成19年制定)及び海洋基本計画に基づき、海洋に関す

る取組が全国的に展開されています。

 ▶「海洋都市横浜」の目指す姿と取組

海洋分野で日本を代表する企業や研究機関等
が集積する横浜の強みをいかし、平成27年に
横浜や海にゆかりの深い関係者と、産官学のプ
ラットフォーム「海洋都市横浜うみ協議会」を
設立しました。幅広い知識・ノウハウや資源等
を有するメンバーと連携し、産業振興や、子ど

もたちへの教育などの取組を進めています。
また、国内外の様々な都市や団体等と交流・

連携し、海洋に関する活動拠点となる「海洋都
市横浜」の実現を目指して、分野横断的に様々
な取組を展開しています。

Ｉ□ＴＯＰ横浜、ＬＩＰ.横浜の取組
～イノベーションを創出するプラットフォーム～

「海洋都市横浜」へ、さらなる飛躍！

きれいな海づくり事業
(山下公園前海域水質浄化事業)
山下公園前の海域で、生き物を呼び戻す
ことで、水質を浄化する取組を展開

横浜ブルーカーボン
温暖化対策と海辺環境の魅力向上を目
指す取組を展開

海洋都市
横浜うみ博

船や海の生物など、海の魅
力を体感できるイベント

（賑わう会場の様子）

小中学校向け
学習プログラム

教育現場での出前授業、施
設見学、職場体験

（施設見学の様子）

海と産業革新
コンベンション

企業や研究機関、大学等の
交流によりビジネス創出等
を目指すコンベンション

 ⿎海洋都市横浜うみ協議会の活動事例

 ⿎取組事例

取組により増加したホヤと二枚貝

国内外の
都市・機関等

異分野の
取組等

市民企業

研究機関 団体

大学・教育機関 小・中・高等学校

行政機関

環境再生産業振興 子どもたち
の教育

市民への
普及啓発

海洋都市横浜
～海洋に関する活動拠点～

海とのつながりをいかした、まちの発展・活性化

「海洋都市横浜」の目指すべき姿

©JAMSTEC

山下公園前海域での、世界トライ
アスロンシリーズ横浜大会開催

©Shugo TAKEMI

わかめの収穫イベントの様子

Ｉ▫ＴＯＰ横浜
「未来の家プロジェクト」や、自動運転車両の公道走
行などの実証実験

自動運転公道実験
（EasyRide）

生産性向上支援

観光インバウンドプロジェクト
（ガイドマッチング）

未来の家プロジェクト
（スマートホーム実証実験）

ＬＩＰ.横浜
中小企業支援のための資金調達機会の創出、海外バ
イオクラスターとの連携推進など

資金調達に向けた
プレゼンテーション会

事業計画策定支援セミナー

異分野企業との
マッチングイベント

米国サンディエゴの
「バイオコム」との覚書締結
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 ▶ラグビーワールドカップ2019TM概要
4年に1度開催され、各国・地域を代表する20

チームが世界一を競い合う世界最大のラグビーの
国際大会です。オリンピック、ＦＩＦＡワールドカッ
プとともに、世界三大スポーツイベントの一つとされ
ています。

前回のイングランド大会では、海外から40万人
の観戦客が訪れ、テレビ視聴者数は延べ40億人以
上、決勝戦は1億2,000万人と推定されています。

第9回の2019年大会は、アジア初開催となる日

本で、そして横浜で開催されます。横浜国際総合
競技場では、準決勝と決勝を含む7試合が予定され
ています。

 ▶東京2020オリンピック・パラリンピック概要
オリンピックは、4年に1度開催される世界的な

スポーツの祭典で、スポーツを通した人間育成と
世界平和を究極の目的とし、夏季大会と冬季大会
を行っています。

パラリンピックは、障害者を対象とした、もうひと
つのオリンピックです。4年に1度、これまでオリン
ピック終了直後に、同じ場所で開催されています。

東京2020オリンピック・パラリンピックは、約
9万人の大会関係者、約27万人のスタッフに加え、

約1,000万人の観客が見込まれています。横浜で
は、横浜国際総合競技場でサッカー競技が開催さ
れ、横浜スタジアム
が野球・ソフトボー
ル競技の主会場に
決定しています。

  「京浜臨海部再編整備マスタープラン」改定と
京浜臨海部のまちづくりの推進

横浜都心臨海部と羽田空港の間に位置し、横
浜・川崎の両市にまたがる京浜臨海部は、首都
圏における工業地帯の中核として、開港以来日
本の近代化・国際化を主導し、現在も横浜のみ
ならず日本経済をけん引する重要な地域です。

円高基調による産業の空洞化等に対応するた
め、横浜市では平成9年に「京浜臨海部再編整
備マスタープラン」を策定し取組を進めました
が、産業のグローバル化、ボーダーレス化など
産業構造の変化に対応し、引き続き世界をリー
ドする地域として発展していくため、マスター
プランを改定することとしました。

横浜国際総合競技場

横浜スタジアム

ラグビーワールドカップ2019TM東京2020オリンピック・パラリンピックに
向けた横浜ビジョン（抜粋）

 ⿎１ 基本姿勢
  オール横浜でラグビーワールドカップ2019TM、
東京2020オリンピック・パラリンピックの成
功に最大限貢献します。

  スポーツと文化芸術を両輪とした取組により、
賑わいと活力を創出します。

  世界中から様々な人々が訪れる両大会、とりわけ
パラリンピックを契機に誰もが互いに尊重し、支
え合う共生社会の実現を目指します。

  両大会に向けた取組の成果を「次の世代への贈
り物（レガシー）」として遺し、横浜のさらなる
飛躍につなげます。

 ⿎２ 取組の4つの柱
⑴ 両大会の成功に向けてオール横浜でおもてなし
⑵ スポーツを通じて横浜を元気に

⑶ 文化芸術の創造性を生かしたまちづくり
⑷ 横浜を世界に魅せる

改定マスタープランの全体像

20年後の将来像「多様な人・モノ・地域をつなげ、新たな価値を創造・発信する産業空間」
の実現を目指し、2030年を目標年次として以下の基本戦略をもとに取組を進めます。 

基本戦略

【

◇「世界最先端技術の創出拠点」の形成
◇社会を支える「ものづくり技術の高度化」
◇「新たな成長産業」の集積
◇「オープンイノベーション」
　による新たな価値の創出
◇国際競争を勝ち抜く「物流拠点」の形成

◇地域組織の構築　　◇行政と地域組織の連携
◇地域の一体的発展に向けた行政間の連携

【戦略Ⅲ】実施体制の構築
◇都市空間の形成
◇環境保全の取組

◇交通環境の充実
◇防災機能の向上

【戦略Ⅱ】都市環境の整備

“グローバル・イノベーション”

「技術革新」により
世界をリードする産業空間

多くの人で賑わう
魅力ある「産業観光」

“インダストリアル・エンターテインメント”

～京浜臨海部のあゆみ～
【1859年～】
開港

【1890年～】
埋立・工業化

【1940年～】
重厚長大産業の発展

【1985年～】
「量から質」への転換

【2018年～】
技術革新と産業観光

世界をリードする産業地域
としてこれまで積み重ねて
きた歴史やポテンシャルを
活かし、「新たな技術や魅
力を発信」していきます。

生産機能の海外移転等に
よる空洞化が見られるよう
になり、産業構造を「量か
ら質」へ転換することが求
められるようになりました。

製造品出荷額・事業所数が
大幅に増加するなど著しく発
展し、「日本の高度経済成長」
をけん引する成長エンジン
としての役割を担いました。

民間による埋め立て事業
により、大規模な工場が立
地する「工業地帯」へと急
速に変化していきました。

横浜港は日本初の「近代国
際貿易港」として開港し、
生糸貿易の中心港として
急速な発展を遂げました。

この基本戦略をもとに、立地企業等と連携しながら地域全体で様々な取組を推進していきます。また、早期に新たな土地
利用が見込まれる地区（末広町地区、新子安地区、山内ふ頭周辺地区）については、「エリアプラン」を作成しています。 

【戦略Ⅰ】

◇「産業観光」による
　ブランド力の向上

◇横浜都心や海とつながる
　「賑わい形成」

東京都心

羽田
空港

横浜港

横浜都心
臨海部

内陸部の産業
・物流拠点

首都中枢機能
との連携

首都中枢機能
との連携

産業拠点・郊外部
物流拠点との連携
産業拠点・郊外部
物流拠点との連携

ビジネス・MICE
等での連携
ビジネス・MICE
等での連携

企業・研究者の
国際移動

企業・研究者の
国際移動

製品・材料の
輸出入

製品・材料の
輸出入

京浜臨海部京浜臨海部  

 ▶ラグビーワールドカップ2019TM 東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた横浜ビジョン
2年連続して世界的なスポーツイベントが横浜

で開催されます。国内外から多くの人々が訪れ、
世界の注目が集まる、この大きなチャンスをいか
し、スポーツ振興はもとより、文化芸術の振興、経
済、教育分野、シティプロモーションなど幅広い取

組を「横浜ビジョン」に基づき、推進します。
そして、その取組の成果を、次世代を担う子ども

たちへの贈り物（レガシー）として遺し、横浜のさ
らなる飛躍につなげていきます。

ラグビーワールドカップ2019TM及び
東京2020オリンピック・パラリンピックの

成功とレガシーの創出に向けて
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横浜港の中心に位置し活力ある横浜を担う大き
なポテンシャルを有している瑞穂ふ頭／横浜ノー
ス・ドックをはじめ、鶴見貯油施設など、返還時期

が示されていない残りの施設・区域についても、国
への働きかけなど早期返還に向けた取組を粘り強
く進めていきます。

 ⿎施設返還の促進
市内米軍施設・区域の返還については、平成16

年10月に、6つの施設の返還方針が日米政府間に
おいて合意され、これまでに小柴貯油施設、富岡倉
庫地区、深谷通信所、上瀬谷通信施設の4施設の返
還が実現しました。

これらの施設の返還により、日米合意当時の市
内米軍施設面積の約7割が返還されたことになり
ます。

 ⿎跡地利用の推進
市内米軍施設は、これまで横浜のまちづくりに

大きな制約を与えてきましたが、跡地はその広大
さなどから、将来の横浜のまちづくりにおいて、非
常に重要な資産であるといえます。

跡地利用にあたっては、「米軍施設返還跡地利用
指針」の内容を基本とし、米軍施設の存在により戦

後長きにわたり基地の影響を受けてきた民間土地
所有者や周辺地域の皆さまをはじめ多くの方々か
ら幅広く意見を伺いながら検討を進め、横浜の将
来を見据えた戦略的な活用が図れるよう跡地利用
基本計画を策定し、早期の具体化を目指していき
ます。

 ⿎住宅建設対策の取組
平成16年10月に、日米合意された「池子住宅地

区及び海軍補助施設」の横浜市域における米軍家
族住宅等の建設については、平成26年4月に385
戸から171戸に変更されました。

本市は、引き続き、自然環境の保全や周辺地域へ
の配慮、地元をはじめ市民の皆さまへの適時・適切
な説明などを国に求めていきます。

市内米軍施設・区域位置図

平成16年に返還合意された施設
 根岸住宅地区（未返還）
 池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）
の飛び地（未返還）
 小柴貯油施設（平成17年12月返還）
 富岡倉庫地区（平成21年5月返還）
 深谷通信所（平成26年6月返還）
 上瀬谷通信施設（平成27年6月返還）

瑞穂ふ頭／横浜ノース・ドック（52ha）
＊点線内は提供水域

鶴見貯油施設（18ha）

旧小柴貯油施設（53ha）
＊小柴水域は未返還

平成20年3月　跡地利用基本計画策定
平成29年8月　公園整備工事着手

平成16年に返還方針が合意された米軍施設

旧富岡倉庫地区（3ha）
平成23年7月　跡地利用基本計画策定

旧深谷通信所（77ha）
平成30年2月　跡地利用基本計画策定

旧上瀬谷通信施設（242ha）

根岸住宅地区（43ha）（未返還） 池子住宅地区及び海軍補助施設(横浜市域)（37ha）（未返還）
＊斜線区域は返還方針が合意されている区域

横浜は、第二次世界大戦後に進駐した連合国
軍により市の中心部や港湾施設などが広範囲に
わたり接収（最大接収面積1,200ヘクタール）さ
れ、再建・復興が著しく遅れることとなりました。

それ以来本市では、市民共通の念願、市政の
重要課題である市内米軍施設の早期全面返還に
向け、市民や市会の皆さまのご理解とご協力を

いただきながら取組を進めてきました。これま
での粘り強い取組の結果、今日まで多くの返還
が実現しましたが、今もなお、市内には根岸住
宅地区や瑞穂ふ頭／横浜ノース・ドックなど米
軍施設が存在し、市民生活に多大な負担をかけ
るとともに、まちづくりに大きな制約を与えて
います。

市内米軍施設の返還と跡地利用の推進

市内米軍施設・区域位置図
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▶▶協働による地域づくりの推進

私たち横浜の地域社会には、多様な市民活動
があり、生活者の視点から「自分たちのまちは
自分たちでよくしよう」という市民の自発的・
主体的な取組が行われています。
地域の活動は、福祉、防災、まちづくりなどと

区別して行われるものではなく、例えば「高齢
者の支援」といっても、健康、住まい、買い物な
どの日常生活に関わることや災害時の対応な
ど、様々な課題に一体的に取り組んでいます。
地域福祉保健計画の地区別計画の中でも、多様
な住民・団体が参加し、行政や支援機関と連携
し、福祉保健から地域の身近なまちづくりまで
幅広い生活課題の解決を進めています。
市民と協働して暮らしやすいまちをつくって

いくため、区役所では地域の自主性を尊重しな
がら、各課が連携して、地域の実情に応じた支
援に取り組んでいます。
こうした取組をさらに充実させるためには、

住民に身近な区役所と専門性を持つ局との連携

をさらに強め、地域
福祉保健計画、地域
のまちづくりや防
災の推進など、様々
な施策を連動し進
めていく必要があ
ります。
少子高齢化が進

み、家族のあり方が
変化する中、市民の
皆さんが日々の生
活で抱える課題や
ニーズ、地域・社会の課題はますます多様化・
複合化しています。ソフト、ハード両面から市
民の皆さんの活動を一層支援できるようコーデ
ィネート力を充実させ、自治会町内会、ＮＰＯ、
企業、学校など市民の皆さんとともに、それぞ
れの活動の特徴をいかしながら協働して課題解
決に取り組んでいきます。

▶▶今後の進展に向けて～市民協働・共創スペースの新市庁舎への設置～

新市庁舎の市民協働・共創スペ
ースは、ＮＰＯ・市民活動団体、大
学・研究機関、企業などの多様な主
体と行政が手を携えて、横浜市全
域にわたる地域課題の解決や魅力
ある地域づくりのための新たな拠
点として、多様な主体が相互に交
流できるような対話と創造の「場」
を提供し、緩やかな基盤づくりを
目指します。
市民協働・共創スペースの設置

を契機に、区役所と局、局間の連携
をさらに強め、横浜市の強みであ
る大都市としての一体性をいかし
た地域支援を進めていきます。

本市では、区福祉保健センターで、母子健康
手帳の交付や乳幼児健康診査など、様々な母子
保健事業を実施し、保健師・助産師等の専門職
による支援を行っています。
平成29年度からは、新たに母子保健コーデ

ィネーターをモデル配置し、妊娠期からの支援
の充実に取り組んでいます。
また、地域子育て支援拠点は、就学前の子ど

もとその保護者（妊娠期を含む）が気軽につど
い、交流等ができる施設です。個別相談に応じ

る横浜子育てパートナーが子育て家庭に寄り添
いながら、必要に応じて適切に関係機関につな
ぐなど、きめ細かい対応を行っています。
各区の福祉保健センターと地域子育て支援拠
点が、それぞれの特色をいかして、より一層、連
携・協働することにより、「横浜市版子育て世
代包括支援センター」として、妊娠期から子育
て期までの切れ目のない支援を充実させていき
ます。

横 浜 版 子 育 て 世 代 包 括 支 援 セ ン タ ー に よ る 切 れ 目 の な い 支 援

（破線）（実線） …区役所・医療機関で実施する事業 …地域子育て支援拠点で実施する事業

市民と行政が協働事業を進めるうえでの参
考となるよう、ポイントをまとめた協働契
約ハンドブックを平成30年2月に策定
『AMPERSAND協働実践』

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の充実
横浜市版子育て世代包括支援センターによる支援の充実を目指します！

参加と協働で、より住みよい地域に！

新市庁舎における市民協働スペースに関する
市民協働推進委員会からの意見書（概要版）
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 ▶2　地域の力を結集してつくった、いこいの場「もりのお茶の間」（金沢区）　

六浦東地区では、20年も前から地域住民の特技
や強みを登録した「人材マップ」を活用し、地域ぐ
るみで子どもたちを見守り育ててきました。活動
していく中で、子どもから高齢者まで誰でも気軽
に集える「場」をつくり、高齢者や子育て世代の孤
立解消を目指そうと、区役所からの助言も受けて、

「ヨコハマ市民まち普請事業」に挑戦して、拠点づ
くりに取り組みました。

同事業の助成金ではまかなえない耐震補強工事
が必要となり難航しましたが、豊富な地域人材と
区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザが連携
して、知恵を出し合い、工事資金は寄付を募り、内

装も外装も延べ600
人もの地域住民が参
加し、協力して成し遂
げました。

平 成28年11月 に
オープンした「もりの
お茶の間」では、地域住民がそれぞれ得意なことや
興味があることをいかして積極的に参加できるよ
う部会をつくり活動しています。軽食やランチを
提供するサロン事業や、家事や庭仕事、買い物等、
困った時に有償で利用できる「ねこの手」活動など
も行っている、高齢者支援や子育て支援といった
支え合い事業、地域住民の手作り品販売などのレ
ンタルボックス・スペース事業、大人の生涯学習や
子どもを対象とした寺子屋などのスクール事業を
運営しています。

こうした取組を通して地域はもちろんのこと、
大学、病院、小学校、区役所、区社会福祉協議会、地
域ケアプラザなどのネットワークが形成され、活
動の幅が広がっています。

 ▶3　『サロンからひろがる仲間づくりと地域の元気』～ひろげよう地域の輪～（南区）

中村地区では、町内会、老人会、地区社会福祉協
議会を中心に居場所や交流の場である「サロン」を
20か所ほどで実施しています。その内容も様々
で、町内会館を利用した健康体操、個人宅や空き家
を利用した多世代交流サロンなど地域の皆さんが
積極的に活動しています。

多くの取組がある一方で、サロンの運営に必要
な情報がなかなか手に入らない、参加者が増えな
い、活動が広がらない等の課題も抱えていました。

また、中村地区は高低差が激しいこともあり、
サロン運営者同士がお互いのサロンを行き来し、
交流する機会もありませんでした。

このような課題を少しでも解決できるよう、地
域・区役所・NPO法人が協働して、寺子屋みなみ
を開講し、「知る・伝える・つながる・ひろがる」
をキーワードに、継続的な運営に必要なノウハウ
を学び、運営者同士のコミュニケーションを図り
ました。

参加者から「せっかく出来たつながりなので大

事にしたい」「顔のつながりが出来てサロンの運営
を楽しく考えるようになった」との声があり今後
も連絡会を継続的に行うことになりました。地域
の方々にとって、ここからがスタート。区役所も
引き続き応援していきます。

 ▶4　「ソーシャルパワーの発揮」～あなたの力の1％を あおばの未来に！～（青葉区）

今はまだ比較的若い世代が多い青葉区ですが、
今後の急速な少子高齢社会への対策と、多世代に
選ばれるまちの魅力づくりを、併せて進める必要
があります。そこで、「あなたの力の1％をあおば
の未来に！」を合言葉に、区民一人ひとりが自分の
好きなことや得意なことをいかして、1％の力を他
の誰かや地域のために発揮していただく取組とし
て、地域デビュー支援や社会的起業支援、花と緑の
風土づくりなどを行っています。

そのひとつ、次世代育成を目指した「市ケ尾ユー
スプロジェクト」では、区とNPO法人との協働に
より、様々な経験を持つ地域の大人と市ケ尾中学
校・市ケ尾高校の生徒が力を合わせ、地産地消を
PRするサンドイッチの企画・販売や、中高生によ
るシニア向けスマートフォン講習など、地域の課
題解決やまちの魅力アップに取り組んでいます。

中高生は、通常の授業では経験できないことを、
地域との関わりを通して体験し、青葉区や社会に
対する関心を高め、大きく成長しています。地域
の大人は、知見をいかして若者の育成に関わるこ

とができるだけでなく、中高生から教えられるこ
ともあります。

未来を担う若者、経験のある大人、そして学校、
行政が一緒になり、地域ぐるみの人材育成と地域
力の向上を目指した活動を通じ、次世代育成を進
めています。

 ▶1　記名式アンケートで「松見地区ボランティアセンター」を立ち上げ（神奈川区）

松見地区では、地域福祉保健計画地区別計画の
地区懇談会で、地域の課題を話し合う中、高齢者等
のちょっとした困りごとを支え合う仕組みが必要
ではないか、との声が挙がりました。区役所でも、
地域活動に興味・関心のある方を活動につなげた
いと考えていました。

そこで、地区社会福祉協議会と連合町内会で立

ち上げた「松見地区支え愛プラン推進委員会」の作
業部会で、区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプ
ラザも参加し、協働して、「ごみ出しの手伝い」な
ど日常生活の様々な困りごとについて、それぞれ

「お手伝いできるか」または「手助けをお願いした
いか」を尋ねる記名式のアンケート調査を5,000
世帯に実施しました。アンケートには1,084件の
回答があり、86％の方から記名での回答がありま
した。ほとんどの設問で「お手伝いできる」と答え
た人数が「手助けをお願いしたい」と答えた人数を
上回り、お手伝いできる人が多くいること、同時
に、手助けを必要としている人も大勢いることが
わかりました。

そこで、支え合いの仕組みとして「松見地区ボラ
ンティアセンター」を立ち上げ、アンケートに記名
していただいた方のうち80人余りの方にボランテ
ィアに登録いただきました。

今では、年間100件近いボランティア活動が行
われており、支え合いの機運が高まっています。松見地区ボランティアセンターパンフレット

「もりのお茶の間」外観

寺子屋みなみの様子

「市ケ尾ユースプロジェクト」中高生による発表の様子

取 組 事 例  参加と協働で、より住みよい地域に！

もりのお茶の間
キャラクター

「も〜り〜」
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人は、誰もがかけがえのない存在であり、一
人ひとりが多様な個性と豊かな可能性を有して
います。人権とは、その基盤となる一人ひとり
の尊厳と固有の権利です。それらが保障される
ことによって、人は希望を持ち、努力し、可能性
を発揮することができます。

本市は、「一人ひとりの市民が互いに人権を

尊重しあい、ともに生きる社会」の実現を目指
し、「横浜市人権施策基本指針」（以下「指針」
という。）を策定しています。

指針では、市民一人ひとりの人間としての尊
厳が守られる社会の実現のため、本市職員は、
次の基本姿勢をはじめとする人権に関する認識
の上に、取組を行うとしています。

基本姿勢

（1）人権尊重を基調とした市政
横浜市は、人権の尊重を市政運営の基調と

します。

（2）差別を受けている人々の立場にたつ
横浜市は、差別や偏見のために傷つき苦し

んでいる人や「生きづらさ」を抱えている人
の立場にたち、差別をなくす姿勢で市政運営
にあたります。

（3）市政を担う職員の人権意識の向上
人権尊重を基調とした市政を運営するた

めに、職員には豊かな、また、鋭い人権感覚
が求められます。

全ての職員は、担当職務に習熟することは
もとより、常に自己啓発に努め、人権感覚を
磨き、幅広い人権に関する理解と問題意識を
もって業務の遂行にあたります。

（4）地域社会全体の取組への支援
人権問題は、社会の問題として認識されな

ければ、真の解決には至りません。それぞれ
の分野における様々な人権に関わる課題を
解決していくためには、一人ひとりの市民、
地域団体、事業者における主体的な取組が求
められます。

横浜市は、広く啓発を行うとともに、そう
した取組を積極的に支援していきます。

 ▶「国土強靱化」

これまで日本は度重なる大災害により大きな
被害を受け、その教訓から対策を強化してきま
した。例えば、伊勢湾台風を契機に災害対策基
本法が制定され、阪神・淡路大震災を契機に建
築物等の耐震基準が強化されました。また、東
日本大震災では、観測史上最大のマグニチュー
ド9.0の巨大地震とそれに伴う大津波は災害を
完全に防ぐことの難しさを教訓として残し、あ
らためて自助・共助の大切さが認識されました。

このような大規模自然災害の教訓を踏まえ、
どのような自然災害が起きても人命を守り、ま
た経済・社会への被害を最小化、災害から迅速
に回復する「強さ」と「しなやかさ」を持った国
づくりを推進するため、「強くしなやかな国民
生活の実現を図るための防災・減災等に資する
国土強靱化基本法」が平成25年に制定され、国
及び地方が一丸となって国土強靱化に取り組む
こととなりました。

 ▶横浜市強靱化地域計画

「横浜市防災計画」は、「被害を出さない地域・
社会の実現」を目標として掲げ、発災時の体制
や対応、緊急輸送路整備等の防災対策、地震等
の被害を軽減する減災対策から災害からの復
旧・復興の体制や対応までを幅広く定めてお
り、国土強靱化の多くの要素を含んだ計画にな
っています。

また、「横浜市強靱化地域計画」は、地震や風
水害など様々な災害を横断的にとらえ、これま

での防災・減災対策に加えて、地域の見守り活
動等の日頃からの取組で災害時の共助につなが
るものや、災害時に機能を発揮する都市基盤整
備や公共施設の保全・更新を合わせて位置付け
た幅広い計画です。

本計画や横浜市強靱化地域計画により、市民
の皆様が安全で安心して暮らせる都市を目指し
て取組を進めていきます。

取り組むべき人権課題
女性、子ども、高齢者、障害児・者、同和問題、
外国人、疾病、職業差別、ホームレス、性的少数
者（セクシュアル・マイノリティ）、自死・自死
遺族、インターネット等による人権侵害、災害
に伴う人権問題、先住民族、拉致被害者等、犯
罪被害者等、刑を終えて出所した人、人身取引

（ヒューマン・トラフィッキング）、ハラスメン
ト、生活困窮者など

＊ なお、人権問題に直面している人々は、複数
の人権課題を抱えることによって、複合的な
困難を強いられている場合も多くあります。

平成29年度人権啓発ポスター

横浜市強靱化地域計画「一人ひとりの市民が互いに人権を尊重しあい、
ともに生きる社会」の実現を目指して

横浜市の強靱化のイメージ
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 ▶２　ＩＣＴの活用が横浜にもたらす新たな価値

ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、ロボットなどの
ＩＣＴやデータの活用は、社会的課題の解決
や、経済の活性化、安全・安心な都市づくりな

ど、本市が目指す政策に大きく役立ち、新たな
価値をもたらすものと考えられます。

人口減少・超高齢化、都市間の競争、産業構造
の変化、地球温暖化、郊外部の活性化、公共施設
の老朽化など、横浜の様々な課題に対応するた
めには、ＩＣＴやデータの活用が不可欠です。

本市でも、社会の変化や技術の革新に的確に対
応しながら、政策推進・行財政運営の双方にお
いて、ＩＣＴやデータの活用に積極的に取り組
みます。

（1）社会的課題の解決

新たな技術を活用することで、本市の抱え
る課題に対し、これまでとは異なる手法によ
る革新的な解決が期待できます。例えば、自
動運転によって人の移動や品物の無人配送が
実用化されれば、郊外部の活性化、高齢者の
買い物や通院の支援、地域交通、環境問題な

どの、多くの社会的課題の解決につながるで
しょう。

また、ＡＩによる医療データの解析によ
り、あらゆる病気の予兆などを分析できれ
ば、分析結果を病気の予防につなげ、医療費
の社会負担を軽減することも期待できます。

（2）付加価値の高い産業の集積による横浜経済の発展

Society5.0の社会では、ＩＣＴやデータを
活用して新たなモノ・サービスを創り出す付
加価値の高い産業の集積が、経済発展の原動
力となります。横浜経済の強みであるものづ
くり・ＩＴ産業の集積や人的資源の豊かさを
いかし、ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、ロボッ

トなどを活用した新たなサービスの創出を積
極的に進め、研究・製造開発の拠点を育成・
誘致し、横浜に集積させていくことが重要で
す。これらの先端企業が横浜に数多く集まる
ことで、新たな人やビジネスも集まり、横浜
経済のさらなる活性化につながるでしょう。

（3）安全かつ安心な都市づくり

ＩＣＴやデータの活用により、交通、港湾、
上下水道、都市環境などインフラの運営や管
理をより効率的かつ効果的に行うことで、事
故が少なく災害に強い安全で強靱な都市づく
りを実現することができます。

一方で、これらの技術の活用には、セキュ
リティが最も大きな課題とされています。

ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、ロボットなどの
先端技術やデータの活用に求められる、新た
なセキュリティの対策にも積極的に取り組
み、横浜がセキュリティ面でも安全・安心な
スマートシティとなることで、未来の安全・
安心な都市づくりが可能となります。

(4)効率的かつ効果的な行財政運営・市民サービスの質の向上

行財政運営においても、ＩｏＴ、ビッグデ
ータ、ＡＩ、ロボットなどのＩＣＴやデータ
を活用した新たな取組を進めることで、業務

の効率性を高め、より利便性の高い市民サー
ビスを提供することが期待できます。

※ Society5.0： サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、
人間中心の社会を指す用語。（内閣府HPより）

 ▶１　ＩＣＴによる新たな社会経済状況の変化

ＩｏＴ、ビッグデータ、ＡＩ、ロボットなどの
ＩＣＴによる技術革新が進み、新たな製品やサ
ービスが次々と創出されています。

これからは、暮らし、ビジネス、ものづくり、
交通、防災、行政サービスなどの様々な分野や
場面において、あらゆるものがＩＣＴでつなが
り、データが活用されることによって、多様な
ニーズにきめ細やかに対応したモノやサービス
が提供され、また、ロボットや自動運転の活用
により人間の負担が減少することで、様々な課
題解決が可能となる社会が実現すると期待され
ています。こうした社会の変化を、国では狩猟
社会・農耕社会・工業社会・情報社会に続く新

たな段階の社会「Society5.0」※と表現してい
ます。

Society5.0が実現した未来の社会では、ＩＣ
Ｔによるネットワークとそこに流れるデータ
は、道路や鉄道、電気やガス、水道と同じ、私た
ちの生活や社会にとって欠かせない新たなイン
フラとなっていきます。

これまで、上下水道の整備、交通ネットワー
クや鉄道、港湾や工業地域、都市開発などの社
会インフラ整備が、市民の生活を支え、横浜経
済の発展を支えてきたように、新たな社会イン
フラであるＩＣＴやデータを積極的に活用して
いくことが、これからの横浜に必要です。

ＩＣＴの活用

図：Society5.0 で達成される経済発展と社会的課題解決の例

（出典：内閣府HP）

予防検診・ロボット介護

健康寿命延伸・社会コストの抑制

農作業の自動化・最適な配送

食料の増産・ロスの削減

最適なバリューチェーン・自動生産

持続可能な産業化の推進・人手不足解消

エネルギーの多様化・地産地消

安定的確保、温室効果ガス排出削減
Society 5.0




